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１【提出理由】

　当社の連結子会社であるeＢＡＳＥ－ＰＬＵＳ株式会社は、平成26年10月16日開催の取締役会決議において、アイエッ

クス・ナレッジ株式会社の九州事業部門を譲受するため事業譲渡契約を締結することを決議いたしましたので、金融商

品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第16号の規定に基づき、本報告書を提

出するものであります。
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２【報告内容】

事業の譲受けに関する事項
　（1）　当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

名称 ｅＢＡＳＥ－ＰＬＵＳ株式会社

住所 大阪市北区豊崎5-4-9

代表者の氏名 代表取締役社長 常包　浩司
 

　

　（2）　当該事業の譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 アイエックス・ナレッジ株式会社

住所 東京都港区海岸3-22-23

代表者の氏名 代表取締役社長　安藤 文男

資本金 1,180百万円

事業の内容
コンサルティング及びシステム・インテグレーション・サービス、システ

ムマネージメントサービス、商品販売
 

　

　（3）　当該事業の譲受けの目的

当社の連結子会社であるｅＢＡＳＥ－ＰＬＵＳ株式会社は、ｅＢＡＳＥ株式会社のパッケージソフト「ｅＢ

ＡＳＥ（コンテンツマネージメントソフト）」の周辺事業の拡大を目的に、平成22年11月8日に設立し、ＩＴ開

発アウトソーシングビジネスを主体として、ｅＢＡＳＥに関わるカスタマイズ開発や、ｅＢＡＳＥと他のシス

テムとのインターフェイス開発等の受託開発業務。また、ｅＢＡＳＥに関わる入力業務、等のオペレーション

業務、コールセンター等のサポート業務、サーバ管理業務等にも総合的に対応できる体制を構築してまいりま

した。

今回の譲受の経緯につきましては、当社グループにおいては、九州地区に事業基盤をおいておらず、十分な

営業展開を行っておりませんでした。今回、九州地区でコンサルティング及びシステム・インテグレーショ

ン・サービス、システムマネージメントサービスを営んでいる、アイエックス・ナレッジ株式会社より、九州

事業所の事業譲受のご提案をいただき、顧客との業態がｅＢＡＳＥ－ＰＬＵＳ株式会社のＩＴ開発アウトソー

シングビジネスとマッチしており、ｅＢＡＳＥ－ＰＬＵＳ事業の事業規模の拡大、並びに大手金融系及び製造

系などのエンドユーザー、ＳＩｅｒ等の新規顧客の獲得及び「ｅＢＡＳＥ」ソフトウェアの販売拠点として展

開し、ｅＢＡＳＥソフトウェア販売の周辺事業も拡大し、当社グループとしてのシナジー効果が見込めますこ

とから、事業譲受を決議いたしました。

　

　（4）　当該事業の譲受けの契約の内容

 ① 事業譲受の内容

アイエックス・ナレッジ株式会社九州事業所におけるコンサルティング、システム・インテグレーショ

ン・サービス、システムマネージメントサービス

 ② 譲受け資産及び負債の内容（平成26年4月30日時点）

流動資産といたしましては、仕掛品、未収金、前払費用を計上、固定資産は、建物付属設備、器具備品、

リース資産、資産除去債務を計上し、投資その他として差入保証金を計上しております。なお、負債につ

いてはリース負債が対象となっております。

　                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

資産の部 負債の部

流動資産 13   
固定資産 3   
投資その他 8 負債 1

資産合計 25 負債合計 1
 

 ③ 譲受の価額及び決済方法

　譲受価額：39,580,000円（消費税別）

但し、事業譲渡期日の各資産・各負債の残高または評価額に変動が生じた場合、本事業譲渡価額は変更す

ることがあります。

決済方法　：自己資本による現金決済

 ④ 譲受けの日程

平成26年10月16日　当社による取締役会決議及びｅＢＡＳＥ－ＰＬＵＳ株式会社による取締役会決議

平成26年10月16日　事業譲受契約書締結

平成26年12月 1日　事業譲受期日（予定）
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